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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ヒトが排泄する起床後一番尿の量と特定成分の濃度とを測定して前記起床後一番尿中の特
定成分排泄量を求めるとともに、就寝前の放尿から前記起床後一番尿の放尿までの経過時
間を取得し、前記特定成分排泄量を前記経過時間と予め設定されている規定時間との比に
基づいて規定時間当量へ換算し、この換算された前記規定時間当量に基づいて、ヒトが一
日に排泄する特定成分排泄量を算出することを特徴とする尿分析方法。
【請求項２】
前記特定成分は、ナトリウムおよびカリウムおよびカルシウムのいずれか１つ以上である
ことを特徴とする請求項１に記載の尿分析方法。
【請求項３】
前記特定成分としてのナトリウムおよびカリウム各々の一日に排泄される特定成分排泄量
を求め、前記ナトリウムの特定成分排泄量を塩化ナトリウムの排泄量に換算した塩化ナト
リウム排泄量とカリウム排泄量によって、食生活の状況に関するアドバイスを開示するこ
とを特徴とする請求項１に記載の尿分析方法。
【請求項４】
前記カリウム排泄量に対する前記塩化ナトリウム排泄量の比率が５以上のときに、摂取塩
分量の過大および／または摂取カリウムの不足を開示することを特徴とする請求項３に記
載の尿分析方法。
【請求項５】
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前記カリウム排泄量に対する前記塩化ナトリウム排泄量の比率の経時変化傾向により、食
生活の改善・悪化傾向を開示することを特徴とする請求項３に記載の尿分析方法。
【請求項６】
予め就寝時刻帯と起床時刻帯を設定し、前記就寝時刻帯において最後に排尿した時刻およ
び前記起床時間帯において最初に排尿した時刻より前記経過時間を演算することを特徴と
する請求項１ないし３のいずれか１項に記載の尿分析方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、生体の生活習慣リズムと、食物に含まれる特定成分が尿によって体外に排出
される量を知ることによってその摂取状況を推定することに係り、特に家庭で最も測定し
やすい起床時尿に含まれる排泄成分量を利用して、摂取した成分量の妥当性を経時的に推
定するに好適なアルゴリズムを示すと共に、生活習慣病予防に向けた食事に関する改善策
や指針を使用者に簡便に報知する尿分析方法に関する発明である。
【背景技術】
【０００２】
　従来の尿中の特定成分濃度測定において、濃度測定用試験片（試験紙）を用いる方法は
、尿中に含まれる特定成分濃度測定値によって、患者の摂取量と代謝の状態を確認するた
めのものがある（例えば、特許文献１参照。）。 
　このような場合、摂取成分量の推定には医師の専門知識が必要であることと、摂取量の
推定を尿中の特定成分濃度から行なうため、推定を行いたい観察期間に排泄された全ての
尿の量を知ることが必要となり、そのためすべての尿を収集する必要がある。したがって
、この方法は、実質的には病院に入院期間中のように食物の摂取と排泄が専門知識をもっ
た医療機関従事者によって管理できる状態のときにだけしか摂取特定成分量の推定に使え
ないという問題があった。
【０００３】
　ここで、推定を行いたい期間に排泄された全ての尿を収集する代わりに、排尿のたびに
排泄された尿の一定比率分だけを収集して全ての尿の量を推定して求めようとするものも
ある（例えば、特許文献２参照。）。
　しかし、このような場合、収集量をコンパクト化できるため、運搬性は良好になるもの
の、尿の一部を分取する作業は家庭外のトイレで行う一般的なトイレ行為としては異質の
ものであり、継続的な測定を促すことには難点があった。特に特定成分が塩分の場合は対
象となる高血圧症の患者は高齢者が多く、そのような患者にとってその操作性は優れてい
るとは言いがたいものである。
【０００４】
　また、特定成分が塩分の場合では、早朝一番尿に含まれる塩分濃度（以下、一番尿塩分
濃度と呼ぶ）を利用して、前日の摂取塩分量を推定する方法もある（例えば、非特許文献
１参照。）。
　しかし、この場合も一番尿塩分濃度から推定する前日の摂取塩分量と実際に摂取された
摂取塩分量との相関係数は０．５から０．７程度であり、塩分摂取量推定値の信頼性が医
療関係者以外が認識する値としては高くないという課題がある。例えば日本国の厚生労働
省はガイドラインとして１日当たりの塩分（塩化ナトリウム）摂取量について、健常者は
１０ｇ以下、高血圧症患者は７ｇ以下というガイドラインを提示しているが、前述程度の
相関係数では、推定される塩分摂取量に誤差が大きく、実際の使用者である在宅患者が、
特に食事に対して具体的にどのような改善を行っていけばよいかという指針が分からない
という問題があった。
【特許文献１】特開昭６０－１７７２６６
【特許文献２】特開２００３－１２１４３４
【非特許文献１】柴田博著「食塩摂取量の推定法について（最新医学．第３８巻．第４号
）」株式会社最新医学社、１９８３年４月、第６４９－６５３頁
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上記問題を解決するためになされたもので、本発明の課題は、医療関連従事
者の関与無く、特に食事に関する生活習慣改善情報を起床時に排泄された尿のみを測定対
象とすることで、摂取された特定成分の排泄量を推定し、使用者に開示すると共に、必要
とするデータの採取のために使用者の社会生活・家庭生活に弊害が生じないようにするも
のである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために請求項１記載の発明によれば、ヒトが排泄する起床後一番尿
の量と特定成分の濃度とを測定して前記起床後一番尿中の特定成分排泄量を求めるととも
に、就寝前の放尿から前記起床後一番尿の放尿までの経過時間を取得し、前記特定成分排
泄量を前記経過時間と予め設定されている規定時間との比に基づいて規定時間当量へ換算
し、この換算された前記規定時間当量に基づいて、ヒトが一日に排泄する特定成分排泄量
を算出することにより、昼間は職場に行くような方であっても確実に在宅しているタイミ
ングを利用して採尿を実施できることから、生活習慣を変えることなく、生活習慣管理に
有益な情報を得ることを可能とした。睡眠時間は体が安静であることから日々の活動によ
る撹乱要因の影響が発生しにくく、得られた特定成分排泄は変動要因の影響が小さく、あ
くまで食事に伴って摂取された量が排泄される状態を把握しやすく、そのトレンド変化を
在宅患者はモニターすることにより、正しい食事管理を実施できているかを容易に把握す
ることができる。
【０００７】
　上記目的を達成するために請求項２記載の発明によれば、前記特定成分は、ナトリウム
およびカリウムおよびカルシウムのいずれか１つ以上であることにより、高血圧症の悪化
と改善の代替指標であるナトリウムとカリウム、および特に閉経後の女性で問題視される
ことの多い骨粗しょう症の在宅管理を可能とした。
【０００８】
　上記目的を達成するために請求項３記載の発明によれば、前記特定成分としてのナトリ
ウムおよびカリウム各々の一日に排泄される特定成分排泄量を求め、前記ナトリウムの特
定成分排泄量を塩化ナトリウムの排泄量に換算した塩化ナトリウム排泄量とカリウム排泄
量によって、食生活の状況に関するアドバイスを開示することにより、高血圧症の指標で
ある塩化ナトリウムとカリウムの摂取量に関する改善指標を使用者は得ることができるこ
とになる。
【０００９】
　上記目的を達成するために請求項４記載の発明によれば、前記カリウム排泄量に対する
前記塩化ナトリウム排泄量の比率が５以上のときに、摂取塩分量の過大および／または摂
取カリウムの不足を開示することにより、これらの成分の摂取量の過不足を使用者に報知
することが出来る。
【００１０】
　上記目的を達成するために請求項５記載の発明によれば、前記カリウム排泄量に対する
前記塩化ナトリウム排泄量の比率の経時変化傾向により、食生活の改善・悪化傾向を開示
することにより、食生活の改善傾向が容易に判断できるため、食生活に関する気付き・見
直しを促すことができるようになる。
【００１１】
　上記目的を達成するために請求項６記載の発明によれば、予め就寝時刻帯と起床時刻帯
を設定し、前記就寝時刻帯において最後に排尿した時刻および前記起床時間帯において最
初に排尿した時刻より前記経過時間を演算することにより、就寝時間を代替する前記経過
時間を自動的に演算することができるため、都度就寝時間を入力するような手間が発生し
ない。
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【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、日々の生活習慣を崩さずに測定した生体情報によって、医療知識の無
い一般人であっても生活習慣病の予防や管理に必要かつ具体的な生活習慣改善情報を得る
ことができるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　本発明の実施の形態に関し、以下に図を用いて詳説する。
【実施例】
【００１４】
　図１は、本発明の尿分析方法を組み込んだ生体情報測定装置全体の一つの実施例を示す
斜視図である。
　大便器ユニット１は、洋風大便器１１、便座２１と便ふた２２を回動自在に係止した便
座装置本体２、尿量測定部４と装置全体の動作を制御する制御部５と、排泄された尿中に
含まれる特定成分の定性・定量測定を行なう尿成分測定部９とを内蔵する機構ユニットキ
ャビネット３、および、前記洋風大便器１１の上面であるリム面１４に取り付けられる採
尿装置６によって構成されている。洋風大便器１１の内側には、使用者の排泄物を受ける
溜水１３を貯えるボール面１２が構成されている。採尿装置６の上面には、便座２１が当
接している。溜水１３はトラップ部１５を介して図示しない下水配管と連通している。ボ
ール面１２の底部には、トラップ部１５に吐水方向を向けているゼット吐水ノズル７が構
成されている。ゼット吐水ノズル７からの吐水は、トラップ部１５において負圧を発生さ
せ、その負圧によって生じたサイホン現象によって、溜水１３を使用者の排泄物と共に下
水配管に送出するようになっている。
【００１５】
　またリム面１４に配置された採尿装置６は、使用者の尿を採取する採尿器６１、ボール
面１２内部を回動させる採尿アーム６２、および、駆動動作を行う採尿ユニット６０で構
成されている。採尿装置６の内部には、特定成分の定性・定量測定を行なう尿成分測定部
９に採尿した尿を送出したり、測定に伴って排出される廃液を溜水１３に戻すための配管
部材や、採尿アーム６２を動作させる機構部の制御配線が内蔵されている。
【００１６】
　本例において尿成分測定部９は機構ユニットキャビネット５に内蔵されている例を示し
たが、項目の一部は採尿器６１中で実施しても良く、尿温度や尿中に含まれる電解質濃度
のような項目は直接に接尿する部材である採尿器６中に配置したセンシング手段で測定す
ると、高精度な測定が期待できる。
【００１７】
　尿成分測定部９は、バイオセンサーや電気化学センサーや物理量計測センサーをはじめ
とする各種生体情報センシング手段が組み込まれても良いし、他の大型臨床検査装置で測
定すべく検体を採取して容器に所定量だけ備蓄するような方法であっても良い。なお採尿
装置６の外郭は、排泄物や水との接触を配慮して、抗菌性のある材質を選定したり、撥水
性のある処理を実施しておけば清掃性がより向上する。
【００１８】
　採尿装置６の外郭は、洋風大便器１１の一部に切り欠きを設けて配置され、その上面は
リム面１４と面一にして設置されている。外郭サイズは洋風大便器１１の外形シルエット
と略同様の形状であるため、使用者の下肢裏側と干渉せず、採尿機能が組付けられた便器
であっても用便行為自体を行う限りにおいて、一般便器との間で使い勝手面の支障が発生
することがない。また配管・配線部材は洋風大便器１１の内部の中空部に配置されている
ため、外観的なごてごて感が発生しない。合わせて尿成分測定部９がトイレの床面を占有
していないため、清掃の度ごとに尿成分測定部９を移動させる必要もない。尿成分測定部
９の存在がトイレとしてのスペースが狭めることがなく使い勝手がよいだけでなく、トイ
レの衛生性としても有用である。



(5) JP 4329123 B2 2009.9.9

10

20

30

40

50

【００１９】
　壁には遠隔操作装置５０が設けられている。使用者の局部を衛生洗浄に関する機能は衛
生洗浄装置リモコン５１、および、使用者の尿成分測定に関する機能は尿成分測定部リモ
コン５２で各々操作される。尿成分測定結果はプリンター５３によって出力される。
【００２０】
　測定結果は、使用者が個人的な生体情報として管理するだけでなく、医療スタッフが医
療行為に使用することもできる。
　また、測定結果の出力先は、紙面だけでなく、情報伝送のための無線や有線の通信回線
であったり、ＲＦＩＤタグやＩＤカードや磁気カードや半導体メモリーなどの携帯性を持
った外部記憶媒体であったり、装置内部で情報を記憶する半導体メモリーやハードディス
クなどの内部記憶媒体であってもよい。
【００２１】
　図２は、本発明の尿分析方法を組み込んだ生体情報測定装置全体の実施例を示す断面図
である。
　洋風大便器１１内部の溜水１３は、トラップ部１５で水封された後、排水ソケット１６
を介して図示しない下水につながっている。洋風大便器１１の中空部に配置された配管・
制御配線は機構ユニットキャビネット３に導かれ、各々、尿量測定部４や尿成分測定部９
と制御部５につながっている。採尿装置６の上面には便座２１が当接している。採尿装置
６の便器内側はボール面１２と面一となっている。
【００２２】
　便座２１の開口から落下した使用者の排泄物は、ボール面１２内部の溜水１３に落下す
る。洋風大便器１１と採尿装置６の間には、図示しないゴムパッキンやシール剤などによ
って排泄物飛沫の侵入が防止されている。壁には遠隔操作装置５０が設けられるが、洋風
大便器１１の先端位置に合わせて取付けすると操作性が良好である。また採尿装置６の便
座当接面は、中央に向けて３°程度の傾斜を設定すれば前述の撥水処理の効果も踏まえ飛
沫が便器側に戻りやすく、トイレ床を汚しにくいことになる。
【００２３】
　図３は、本発明の尿分析方法を組み込んだ生体情報測定装置の第一の実施例の尿量測定
の構成を示す尿量測定系システム図である。
　便器部と、尿量測定部４は所定の接続部で連結されている。尿量測定部４中には尿量測
定を実施するための、定量給水手段Ａ、溜水水位測定手段Ｂ、および下水圧変動保護手段
Ｃが構成されている。便器部と尿量測定部４は連結部分で分離できるようになっているた
め、水道工事業者が便器部分を施工した後、測定機の設置業者が尿量測定部４を設置した
り、測定に必要なデータ入力や調整などの付帯作業を行うことができるようにも配慮され
ている。
【００２４】
　また、万一尿量測定機能部が故障した時には、定量給水手段Ａの入水・出水をバイパス
弁３１によって短絡する接続を実施し、溜水水位測定手段Ｂと下水圧変動保護手段Ｃの管
路閉止によって、便器部だけの通常の機能維持が図れるようにも配慮されている。
【００２５】
　また、汚物排出のための設備機器としての便器部と、生体情報測定装置としての機能部
とは機能の想定寿命が違うことが想定されるが、機能部のみを交換することで全体システ
ムとして長期間の機能維持を図ることも可能である。
【００２６】
　洋風大便器１１の内側にはボール面１２が形成され、底部に設けられたゼット吐水ノズ
ル７はトラップ部１５に吐水方向を向けている。ゼット吐水ノズル７からの吐水はトラッ
プ部１５に対して負圧を発生させ、発生したサイホン現象によって、溜水１３を下水配管
に送出するよう排水ソケット１６と接続されている。ボール面１２の上部にはリム吐水ノ
ズル８が構成され、溜水を補給するようになっている。同じくボール面１２の上方には、
前述の便座と当接するリム面１４が形成されている。ゼット吐水ノズル７とリム吐水ノズ
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ル８への給水は、水路切替手段１０から供給されるようになっている。ボール面１２には
、溜水および／または尿混じりの溜水の水位ヘッドを測定すべく、導圧路４２を介して圧
力センサー４３が取付けられている。溜水の水位ヘッドを測定する時には、開閉弁３５が
開放されるようになっている。
【００２７】
　水位Ｘはサイホン現象によって溜水１３が排出された直後を示す最下点水位である。具
体的には、水路切替手段１０をゼット吐水ノズル７へ切替えて、このゼットノズル７から
数秒程度勢いよく洗浄水を噴出してトラップ部１５にサイホン現象を発生させ、このサイ
ホン現象によって溜水１３が吸引排出された後には、ゼットノズル７及びリム吐水ノズル
８の何れからも洗浄水の供給を行わない。このように、通常の便器洗浄においてサイホン
現象後に封水の為に供給され、リフィール水とも呼ばれる洗浄水が供給されないことによ
ってこの水位Ｘが実現される。水位Ｙは尿量測定を開始するスタート水位であり、トラッ
プ１５の溢流水位Ｗより下である。水位Ｙは測定のたびごとの再現性が要求されることか
ら、定量容器としてのスタータータンク１８から、リム吐水ノズル８を経由してボール面
１２に導かれるようにしている。
【００２８】
　なおスタート水位の形成方法としては、水路切替手段１０の開放時間と圧力センサー４
３の関係をモニターしながら、所定時間だけリム吐水ノズル８から給水する方式でもよい
。
【００２９】
　水位Ｚは排尿後水位であり、水位Ｗと水位Ｙの間の水位である。スタータータンク１８
に給水して溢れた水は洗浄タンク１９に貯えられることになるが、その水は導圧路４２や
ゼット吐水ノズル７を介してボール面１２に導かれることで、排泄物と接した測定系を清
浄に保つようになっている。排水アダプタ１７には下水管内で発生した負圧を逃がすため
の通気弁４６と、下水配管内の圧力変動をモニターするための圧力センサー４７が下水配
管に連通して設けられている。通気弁の構造は一般的に下水配管経路の圧抜きに使用され
るものであれば、特に限定を受けるものではない。通気弁４６の近傍には点検口が設けら
れており、外部から動作状態を定期的に確認できるようにすることで、下水配管内で発生
した異臭がトイレ内に流出したりすることを防止するように配慮されている。
【００３０】
　ここで、下水配管中に他の設備器具などに起因する排水流れによって圧力変動が発生し
た場合、下水配管に連続する溜水１３の水位も変動する結果、圧力センサー４３の測定値
も影響を受けて変動することになる。その対策として、本実施例では測定時には圧力セン
サー４７の値をモニターして、圧力センサー４３の値を圧力変動が無い状態の水位測定値
に換算して用いている。
【００３１】
　溜水水位と溜水量の関数関係は後述の方法によって施工時や定期点検時などに検証・入
力されているため、排尿後の溜水水位によって生じる圧力値を測定して相当する尿混じり
の溜水水量を換算によって求め、同様にして求められたスタート水位に相当する溜水水量
を差し引けば、排泄された尿量が測定されることになる。
【００３２】
　単位時間当たりの溜水水量変化は、尿の排泄される速度で尿流速または尿流率と称され
るものであるから、溜水量の時間変動挙動の微係数を演算することによって、尿流速また
は尿流率を演算してもよい。なお、尿流速または尿流率の演算は、単位圧力の増加に要す
る時間を計測することによっても行うことができる。
【００３３】
　また、これら尿流速または尿流率が最大値となるまでの排尿開始からの時間も記憶する
ようにして、結果として得られた、尿量，排尿時間、最大尿流速（最大尿流率）、最大尿
流速（最大尿流率）に達するまでの時間といった情報と、予めデータベース化されて記憶
されている評価テーブルとの比較に基づいて、使用者の泌尿器疾病の可能性の推定を行う
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こともできる。
【００３４】
　図４は、本発明の採尿手段の一つの実施例を示す斜視図である。
　洋風大便器１１の側部に、ボール面１２と外部に連通する切り欠きが設けられ、前記穴
部分に採尿ユニット６０が配置されている。切り欠きはリム面１４をカットしている。前
記切り欠き形状は溜水１３の水位高さより上方であり、組付け時のシール性が乏しい場合
でも、外部に溜水１３が漏れることを防止している。採尿ユニット６０は、先端に使用者
の尿を受ける採尿器６１が構成され、ボール面１２の内部を回動する採尿アーム６２によ
って、使用者の尿を空中で採取するようになっている。採尿器６１の内部には、所定の特
定成分濃度を測定するためのセンシング手段が配置されている。特定成分が電解質の場合
はセンシングの方法としては、導電率を測定して換算する方式やイオンセンサー方式など
、通常用いられている各種センシング方式が採用可能である。
【００３５】
　図５は、本発明の採尿手段の実施例を示す平面図である。
　洋風大便器１１の側部に、ボール面１２と外部に連通する切り欠きが設けられ、前記切
り欠き部分に採尿ユニット６０が配置されている。切り欠きはリム面１４をカットしてい
る。モーター６３はリードスクリュー６４を回転させ、その回転に沿ってカムブロック６
５を前後に駆動する。カムブロック６５に係止されたキックスプリング６６は、常に水平
方向側に力が加わるようカム６７に力をかけている。カム６７はケース６８の内側に設け
られたカム面６９に当接し、採尿器６１の収納・格納状態を示す位置では、採尿面を水平
方向、採尿状態を示す位置ではカム面６９の傾斜によって、採尿器５１をボール面１２内
で回動動作させて、採尿面を上方に向けるようにしている。
【００３６】
　図６は、本発明の採尿手段の実施例を示す断面図である。
　図５の断面Ｄ－Ｄから見た状態を示すものであり、カム面６９と当接するカム６７がカ
ムブロック６５の前後移動によって傾斜し、カム６７に接続された採尿アーム６２がボー
ル面１２の内側を回動する状態を示している。
【００３７】
　図７は、本発明の尿分析方法の動作を示すフローチャートである。
　Ｓ１０１からＳ１０３は測定とは別に実施される事前準備である。Ｓ１０１で月日と時
刻を設定した後、Ｓ１０２で使用者の一般的な生活リズムとしての就寝時刻帯、Ｓ１０３
で起床時刻帯が入力される。本フローチャートでは生活リズムの入力を１人のイメージで
記載しているが、本発明の尿分析方法を組み込んだ生体情報測定装置を使用する複数の使
用者に対して個別に設定・入力されることになる。就寝時刻帯と起床時刻帯は連続して設
定されることで、判断ができない時刻帯が発生することを防止する。以降の説明の例とし
て、就寝時刻帯は前日であるｎ－１日の２０時から当日であるｎ日の１時、および、起床
時刻帯を当日であるｎ日の１時から８時と仮定する。つまり使用当事者は、通常２０時か
ら１時に就寝し、同じく１時から８時に起床していることを生活リズムとして入力したこ
とになる。
【００３８】
　Ｓ１０４以降が本発明の尿分析方法を組み込んだ生体情報測定装置の動作である。Ｓ１
０４で生体情報測定装置は使用者の近接を検知する。検知方法としては赤外線を利用した
測距センサーなどの利用が一般的である。使用者の近接をトリガーとして、生体情報測定
装置は測定準備などの動作を実施してもよい。
【００３９】
　Ｓ１０５は使用者の個人認証を実施するステップである。本発明の尿分析方法は、使用
者の特定成分摂取に伴って排泄される所定の特定成分排泄量の解析方法を示すものである
から、生体情報と個人情報は対として取り扱う。個人認証の方法としては、本発明を組み
込んだ生体情報測定装置が家庭に設置されている場合は、使用者数が少ないため指定のス
イッチ操作が簡便である。病院・医療機関・企業施設など使用者が多数の場合は、ＲＦＩ
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Ｄを利用したタグや、ＩＤカードなどで個人認証を実施してもよい。
　Ｓ１０６で使用者の尿を検知すると、Ｓ１０７で排尿時刻ｘを記憶する。
【００４０】
　Ｓ１０８は測定時刻が就寝時刻帯かどうかを確認するステップで、就寝時刻帯の排尿で
あった場合は、Ｓ１０９でこの排尿を就寝前と認識し、この時刻を就寝時刻ｘとして使用
者と関連付けて記憶し、次の使用を待つことになる。なお就寝時刻帯で再び同じ使用者に
よる排尿が合った場合は、Ｓ１０９で記憶されている就寝時刻ｘは新しい時刻に上書き更
新されるようになっている。就寝時刻帯でなかった場合は以降のステップに入らず、判断
ステップＳ２０１に移動する。
【００４１】
　Ｓ２０１は測定時刻が就寝時刻帯でなかったときの判断ステップであり、測定時刻が起
床時刻帯であった場合はステップＳ２０２に移行し、それ以外は待機状態となり次の使用
を待つことになる。Ｓ２０２では起床時刻帯であった場合に、起床時刻ｙを記憶する。
【００４２】
　次いでＳ２０３ではその尿に含まれる特定成分排泄量を記憶する。すなわち、前述の採
尿ユニットに組み込まれたセンシング手段で特定成分濃度を測定し、便器部分の溜水水位
変化で尿量を測定し、両者を乗じる演算によって尿中に含まれる特定成分の排泄量が演算
されることになる。なお、特定成分としては、高血圧症の悪化と改善の代替指標であるナ
トリウムとカリウム、および、閉経後の女性で問題視されることの多い骨粗しょう症の指
標であるカルシウムが、在宅で管理でき生活習慣に関連する指標として有益である。
【００４３】
　Ｓ２０４はＳ２０３で求められた特定成分排泄量を規定時間当量へ換算するステップで
ある。以下にその詳細を述べる。身体が安静状態である就寝状態は、発汗状態や運動状態
が均一であるため、日々の比較が実施しやすい状態である。しかし腎臓で血液をろ過して
生成される尿の比率も均一であるため、就寝時間によって排泄量が変動することになる。
本発明はこの身体の生理と、就寝前後で一般的に排尿動作を行うという生活リズムに着目
したもので、実際に測定された排泄量をあらかじめ設定された規定時間の排泄量に換算し
た規定時間当量で比較しようとするものである。Ｓ２０４で実施される演算は、就寝時刻
ｘ（時）、起床時刻ｙ（時）、起床後の排尿量Ｒ（ｍＬ）と尿中に含まれる特定成分濃度
ｃ（ｇ／ｍＬ）、規定時間Ｔ（時間）、および規定時間当量ｃＴ（ｇ）とすると「式１」
で規定時間当量が演算される。
【００４４】
【数１】

　例えば就寝時刻１時、起床時刻６時、起床後の排尿量５００ｍＬ、特定成分としての塩
化ナトリウム濃度０．００５ｇ／ｍＬ、規定時間をヒトの安静状態である睡眠の平均的な
睡眠時間である８時間とすると、規定時間当量は「式２」により４ｇと演算されることに
なる。
【００４５】
【数２】

ここで塩化ナトリウム濃度と呼んでいるものは、測定される特定成分の一つであるナトリ
ウム濃度を通常の医療分野で普通に使われる塩化ナトリウム濃度に便宜上換算したもので
ある。したがって、以下の説明中も測定に関係する個所で塩化ナトリウムとの表記のある
ものは便宜上ナトリウム量から換算して使用しているものとする。
　また、ここでは安静状態である平均的な睡眠時間である８時間を規定時間としているた
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めヒトの活動による撹乱要因を取り除きやすく、結果として日々の変動傾向が生活習慣の
みの影響として取り扱いやすくなることを可能とした。Ｓ２０５は経日的な測定結果を表
またはグラフによって、使用者に開示するステップである。
【００４６】
　図８は、塩化ナトリウムに関して、多くの被験者について実際に測定された排泄量の８
時間当量と２４時間当量をプロットしたグラフである。直線は両者の相関をもとめた以下
に述べる相関式である。規定時間を８時間とした時に、就寝前後の尿から得られた塩化ナ
トリウムの８時間当量をｃ８（ｇ）によって、塩化ナトリウムの２４時間当たり排泄量は
ｃ24（ｇ）が推定できることがわかる。その相関式は「式３」で表され、
【００４７】
【数３】

　となる。上述の例で塩化ナトリウムの８時間当量が４ｇであるとすると、２４時間当た
りの塩化ナトリウム排泄量は１４ｇと推定されることになる。一般的に摂取された塩化ナ
トリウムのうち生体活動・生命活動に使用された使用された残りである摂取量の約８０％
が排出されるため、本例では１７．５ｇの塩化ナトリウムを摂取したであろうことが推定
される。厚生労働省の指針によれば摂取塩分量の指針は１０ｇ未満であり、本例の場合は
塩分を摂取しすぎていることが分かる。
【００４８】
　図９は、カリウムに関する２４時間当たりの排泄量を推定する関係を示すグラフである
。規定時間を８時間とした時に、就寝前後の尿から得られたカリウムの８時間当量をｃ８

（ｇ）によって、カリウムの２４時間当たり排泄量はｃ24（ｇ）が推定できることがわか
る。その相関式は「式４」で表され、
【００４９】

【数４】

　となる。なお厚生労働省の指針によれば摂取カリウム量の指針は３．５ｇ以上でる。一
般的に摂取されたカリウムの尿中排泄量は約５０％であるから、尿中排泄量が１．７ｇで
あった時に、摂取カリウム量は３．５ｇであったと推定できることになる。
【００５０】
　図１０は、以上述べた排泄量を推定するに際して使用する就寝前排尿時刻と起床後排尿
時刻の認定のやりかたを示したものである。
　本発明は身体が安静状態で、かつ、ばらつきの少ない就寝中に腎臓で処理され尿中に排
泄される特定成分生成量を規定時間当量に換算することにより、２４時間の電解物質排泄
量を高精度に推定できるようにする尿分析方法であるが、正しくは都度就寝していた時間
を入力する必要がある。しかし日常生活の中で、毎日就寝時間を入力することは手間であ
り、その手間が測定を中断させることに繋がりかねない。したがって、本方法では、就寝
時刻帯と起床時刻帯を予め設定し、排尿検知した時刻が前記のどちらの時間帯であるかに
よって自動的にその排尿が就寝前排尿か起床後排尿かを判断し、さらにその認定された就
寝前排尿から起床後排尿までの経過時間を求めて、前述の規定時間当量の換算に使用して
いる。その際には、就寝時刻帯の最後の排尿を就寝前排尿と認識し、起床時刻帯の最初の
排尿を起床後排尿と認識して経過時間の計算に使用している。すなわち、例えば、本図の
例３で示したように、就寝途中に一旦起きて排尿し、再び就寝する場合も考えられるが、
その場合は２度目に就寝する前の排尿を就寝前の排尿として認識している。また、就寝時
刻帯と起床時刻帯のいづれにも属さない時刻の排尿検知は無視される。このようにして、
日々の生活リズムの中で使用者は排尿するだけで、自動的に就寝前排尿から起床後排尿ま
での経過時間が取得されることになる。
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【００５１】
　以下に、本発明の食生活ガイド方法を説明する。
　図１１は、塩化ナトリウムとカリウムに関して、多くの被験者について実際に測定され
た排泄量をプロットしたグラフである。
　前述のように厚生労働省は高血圧症予防のために、塩化ナトリウムとカリウムの摂取量
について、各々１０ｇ未満、３．５ｇ以上を健康維持のための推奨値としてガイドしてい
る。一方、塩化ナトリウムは生体活動に利用されたり、大便に含まれて排泄されたりする
ため、摂取量の約８０％が尿から排泄されることが臨床医学では言われている。したがっ
て、尿からの排泄量としては１日当たり８ｇ未満であることが推奨されていることになる
。同様にカリウムは、摂取量の約５０％が尿から排泄されるため、１日当たり１．７ｇ以
上排泄されることが推奨されていることになる。これらのことをグラフに当てはめてみる
と、領域アが適切な状態であり、領域イは摂取塩化ナトリウムが過大でかつカリウム量が
不足、領域ウは摂取塩化ナトリウムのみ過大、領域エはカリウム量が不足ということにな
る。このように、塩化ナトリウムとカリウムの排泄量を測定することによって、上述の事
項を摂取量に関する改善指標として開示できることになる。なお使用者に分かりやすくす
るために、「味付けが濃くありませんか？」や「野菜や果物などが不足していませんか？
」のように分かりやすい表現で開示してもよい。
【００５２】
　また他の方法として、塩化ナトリウム／カリウムの比率を求めて改善指標として用いて
もよい。現在、平均的な日本人の塩化ナトリウムとカリウムの摂取量は、各々１３．５ｇ
、２．５ｇとされており、これを前述の通り尿排泄量に換算すると、各々１１．５ｇ、１
．２ｇに相当し、その比は１１．５／１．２＝９．６である。一方、尿排泄量で換算した
推奨値は８／１．７＝４．７以下であることから、現状はこの値を大きく越えていること
になる。以上のように、例えば塩化ナトリウム／カリウムの比率が５以上の場合、食生活
での塩化ナトリウムとカリウムの摂取量に関する改善指標、つまり摂取塩分量が過大、ま
たは摂取野菜・果物類の不足などの食生活改善の必要性の有無を簡便に判断することがで
きることになり、それを使用者に開示することも出来る。
【００５３】
　図１２は、本発明の経日的な塩化ナトリウム／カリウムの比率の変動を示すグラフであ
る。
　その比率の値の変動が上昇傾向にあるのか下降傾向にあるのかで、食生活の改善傾向を
判断することができる。したがって、塩化ナトリウムとカリウムの排泄量から推定した摂
取量だけでは、個別のデータで一喜一憂するだけになるが、経日的な塩化ナトリウム／カ
リウムの比率の変化傾向によって食生活の改善傾向を判断して、食生活に関する注意や改
善を促すことができるようになる。なお経日的な塩化ナトリウム／カリウムの比率を、３
～５日間程度毎の区間を設定した移動平均処理を実施すると、変化の傾向が上昇か下降か
を簡便に使用者に示すこともできる。
【００５４】
　図１３は、本発明の食生活ガイド方法を示すフローチャートである。
　Ｓ１０１とＳ１０２で、２４時間当たりの塩化ナトリウムとカリウムの排泄量を推定す
る。ここで、２４時間当たりの排泄量は前述の起床後排尿の成分測定から得られる推定値
であってもよいし、１日当たりの全尿を測定して積算した値でもよい。Ｓ１０３は２４時
間当たりの塩化ナトリウム排泄量を判定するステップで、８ｇ以上であった場合はＳ１０
４で摂取塩分量過多を表示する。Ｓ１０５は２４時間当たりのカリウム排泄量を判定する
ステップで、１．２ｇ以下であった場合はＳ１０６で摂取カリウム量不足を表示する。次
いでＳ１０７で塩化ナトリウム／カリウムの比率を演算し、Ｓ１０８で塩化ナトリウム／
カリウムの比率が５以上であると判断されると、Ｓ１０９で食生活改善の必要性を表示す
る。Ｓ１１０は経日的な変化傾向を確認するステップであり、上昇傾向があるときはＳ１
１１で食生活が改善していないことを表示し、下降傾向があるときにはＳ１１２で食生活
が改善していることを開示する。上昇か下降かを判断する方法としては回帰直線の傾きが
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正か負かで判断したり、３から５日の連続する日々の排泄量を平均した値の変化傾向で判
断するなどの方法があるが、特にこれらに限定されるものではなく、その他の通常用いら
れる変化傾向を見る方法を採用しても良い。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の尿分析方法を組み込んだ生体情報測定装置全体の一つの実施例を示す斜
視図である。
【図２】図１の実施例の断面図である。
【図３】図１の実施例の測定系システム図である。
【図４】本発明の採尿手段の一つの実施例を示す斜視図である。
【図５】図４の実施例の平面図である。
【図６】図４の実施例の断面図である。
【図７】本発明の尿分析方法の手順を示すフローチャートである。
【図８】多くの被験者で測定された塩化ナトリウムに関する８時間当たりの排泄量と２４
時間当たりの排泄量との関係と、本発明のこれら両者の関係を推定する関係式を示すグラ
フである。
【図９】多くの被験者で測定されたカリウムに関する８時間当たりの排泄量と２４時間当
たりの排泄量との関係と、それを推定する関係式を示すグラフである。
【図１０】本発明の尿分析方法の就寝前と起床後の排尿の認識例を示したものである。
【図１１】多くの被験者で測定された塩化ナトリウム／カリウムの比率と本発明の食生活
ガイド方法との関係を示すグラフである。
【図１２】本発明の経日的な塩化ナトリウム／カリウムの比率の変化傾向を示すグ　　　
　　　　　ラフである。
【図１３】本発明の食生活ガイド方法を示すフローチャートである。
【符号の説明】
【００５６】
　　　１…大便器ユニット
　　　２…便座装置本体
　　　３…機構ユニットキャビネット
　　　４…尿量測定部
　　　５…制御部
　　　６…採尿装置
　　　７…ゼットノズル
　　　８…リム吐水ノズル
　　　９…尿成分測定部
　　　１０…水路切替手段
　　　１１…洋風大便器
　　　１２…ボール面
　　　１３…溜水
　　　１４…リム面
　　　１５…トラップ部
　　　１６…排水ソケット
　　　１７…排水アダプタ
　　　１８…スタータータンク
　　　１９…洗浄タンク
　　　２１…便座
　　　２２…便ふた
　　　３１…バイパス弁
　　　３５…開閉弁
　　　４２…導圧路
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　　　４３…圧力センサー
　　　４６…通気弁
　　　４７…圧力センサー
　　　５０…遠隔操作装置
　　　５１…衛生洗浄装置リモコン
　　　５２…尿成分測定部リモコン
　　　５３…プリンター
　　　６０…採尿ユニット
　　　６１…採尿器
　　　６２…採尿アーム
　　　６３…モーター
　　　６４…リードスクリュー
　　　６５…カムブロック
　　　６６…キックスプリング
　　　６７…カム
　　　６８…ケース
　　　６９…カム面
　　　Ａ…定量給水手段
　　　Ｂ…溜水水位測定手段
　　　Ｃ…下水圧変動保護手段
　　　ｃ…特定成分濃度
　　　ｃＴ…規定時間当量
　　　ｃ８…８時間当量
　　　ｃ２４…２４時間当たり排泄量
　　　Ｔ…規定時間
　　　Ｗ…溢流水位
　　　Ｘ…最下点水位
　　　ｘ…就寝時刻
　　　Ｙ…スタート水位
　　　ｙ…起床時刻
　　　Ｚ…排尿後水位
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